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Ⅰ．事業概要  

 

１．本事業の目的 

この補助金は、世界有数の「ＭＩＣＥ開催国」の実現に向けて、ＭＩＣＥ施設における受入環

境の整備に要する経費の一部を国が補助することにより、我が国各都市のＭＩＣＥ誘致の国際競

争力の強化を図ることを目的とする。 

 

２．本事業の流れ 

  本事業の流れは下記フロー図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③交付申請書の提出 

②認定の通知・補助金額の内示 

 

①要望書の提出 

④交付決定通知 

⑥完了実績報告書・自己評価の提出 

⑤事業実施 

⑧支払請求書の提出 

⑦補助金の額の確定通知 

⑨支払 
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Ⅱ．応募手続きについて 

 

１．公募期間 

  令和６年４月５日（金）～令和６年５月17日（金）１５：００［必着］ 

 

２．提出先 

観光庁ＭＩＣＥ室  

（住所）〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-2 中央合同庁舎 2 号館 15 階 

（電話）03-5253-8938 

（E-mailアドレス） 

  山口：yamaguchi-t2ga@mlit.go.jp 

  唐司：tohnosu-t2yt@mlit.go.jp 

  佐藤：satoh-s2ha@mlit.go.jp 

 

３．提出方法 

必要書類は、郵送又は電子メールにて提出してください。また、要望書を提出される際には、必

ず上記提出先にご一報ください。 

 

【郵送による提出方法】 

・書類等は、配達されたことが証明・確認できる方法（郵便の場合は、簡易書留、特定記録 

等）によってお送りください。 

・提出の際は、封筒等の表面に「ＭＩＣＥ施設の受入環境整備」と朱書きしてください。 

・提出された書類等は返却いたしません。 

・書類等の作成、送付等に係る費用は応募者の負担となります。 

 

【電子メールによる提出方法】 

・上記提出先のE-mailアドレス全員宛てに送付してください。 

 

４．提出書類 

※要望書の提出をご検討されている方は、必ず事前に観光庁ＭＩＣＥ室まで電子メール等によりご

相談ください。 

①要望書 

・本募集で指定する要望書様式を必ず使用して作成してください。 

・記載方法等は記載例をご確認ください。 

・必要を要する場合は、整備箇所等の現状写真をご用意ください。 

 

②設計図、図面等 

  ・基本的には「①要望書」の所定の欄へ貼り付けてください。 

・「①要望書」の所定の欄へ貼り付けることが難しい場合は、別紙にて元々の資料でご提出くださ

い。 
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・今回の事業により整備を行う箇所等についてお示しください。 

・新設等の場合はパース図等でご対応ください。 

 

③補助対象経費の算出基礎となる見積書などの資料 

・複数の事業者からの見積書をご用意ください。 

・補助対象の概要が分かる資料（商品パンフレット、カタログ等）をご用意ください。 

・複数の事業者からの見積書を用意することが難しい場合は、客観的に経費が妥当と認められる

資料をご用意ください。（通販サイトの単なるHP等は不可とさせていただきます。） 

 

④地方公共団体等の補助（予定）額等を確認できる資料等 

・経費の一部に地方公共団体等からの補助金を見込んでいる場合は、その交付決定書等をご用意

ください。 

・地方公共団体が事業主体の場合は、その予算書（案）をご用意ください。 

 

⑤その他要望書を審査する上で参考となる書類 

 ・補助を希望するＭＩＣＥ施設の概要が分かる資料をご用意ください。 

 

５．認定の通知・補助金額の内示 

審査の結果は、観光庁ＭＩＣＥ室より補助対象事業者に通知いたします。また、認定された内容

については、プレスリリース等により公開する可能性がありますので予めご了承ください。 

 

Ⅲ．補助事業について  

 

１．補助対象事業 

１）ネットワーク環境の整備 

２）デジタルサイネージの整備 

 

２．補助対象事業者 

  国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則（平 

 成六年運輸省令第三十八号）第四条の基準を満たし、かつ、ＩＣＣＡ基準を満たす国際会議の誘

致・開催実績のある会議場施設等の所有者又は運営管理者とします。 

  また、全体の要望額が一定額を上回ると見込まれる場合は、次に掲げる事項を考慮し、採択を

決定することとします。 

   

  ・ＩＣＣＡ基準を満たす国際会議の開催見込み・開催実績 

  ・将来開催予定の国際会議における本事業の具体的な必要性 

  ・国際会議誘致に向けた施設としての取組状況・取組方針 

  ・自治体との連携内容 

 

３．補助対象経費 

本補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、交付要綱別紙２上段（ＭＩ
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ＣＥ施設の受入環境整備）に該当する経費のうち、以下のＡからＣまでの条件すべてを満たす経費

とします。 

 

Ａ．使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

Ｂ．補助金交付決定後に、契約・発注により発生した経費 

Ｃ．証拠書類・見積書等によって契約・支払金額が確認できる経費 

 

 

※国（独立行政法人を含む。）による固有の補助金等の給付を既に受けている、受けることが確定

している、交付対象となる可能性がある、又は国の財源により整備された施設である場合には、

原則として補助金の対象となりません。ただし、交付の可能性があったものの交付を受けない場

合については本補助金の対象となる可能性があります。なお、国からの補助とは別に都道府県等

自治体からの補助金等を受けることは可能です（自治体による補助金等の財源が国費である場合

を除きます）。 

 

４．補助率・補助額 

補助率は補助対象事業１）２）ともに、補助対象経費の２分の１以内です。 

  補助額は上限 2000 万円です。 

 

５．運用開始等期限 

交付を受けた会計年度末までに自己評価（「９．自己評価」を参照。）を実施できるよう、本事業に

よる環境整備を行ったうえで、運用を開始してください。 

なお、やむを得ない事情により、本事業を年度内に完了することが困難な場合は、令和７年１月２

０日までに観光庁ＭＩＣＥ室に事前に相談するものとし、令和７年３月１０日までにその理由を付

して状況報告書を提出してください。 

 

６．交付決定 

補助金の交付予定額等については、補助金交付申請書の内容を精査の上、交付決定通知書により

正式に決定、通知します。交付決定通知書により通知する補助金交付決定額は、応募時の補助金交付

申請額より減額となる場合がありますので、ご留意ください。 

 

・補助金交付申請書等、所定の様式は、補助金交付申請者へ改めて通知いたします。 

・補助金交付申請書の作成に当たっては、消費税及び地方消費税額等仕入控除税額※を減額して記

載するものとします。 

・なお、補助金交付決定額は、補助限度額を明示するものであり補助金支払額を約束するもので

はありません。また、使用経費が当初の予定を超えた場合にあっても、当初決定し通知した補助

金交付決定額を増額することはできません。 

 

※ 消費税等仕入控除税額とは 

補助事業者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以外）の場合、本事業に係る課税仕入に伴い、消費税及び地方

消費税の還付金が発生することになるため、この還付と補助金交付が重複しないよう、課税仕入の際の消費税及び地方

消費税相当額について、原則としてあらかじめ補助対象経費から減額しておくこととします。この消費税及び地方消費
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税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。 

 

７．精算手続き 

補助金の交付については、補助事業の完了後、１か月を経過した日又は翌年度の４月１０日のい

ずれか早い日までに完了実績報告書を提出していただき、実施した事業内容の検査と経費内容の確

認により交付すべき補助金の額を確定した後、精算払いとなります。 

※内容の精査等もあるので可能な限り速やかに事業を進めていただき、３月上旬までに事業完了、３月１０日までを目

標として完了実績報告書をご提出いただきますようお願いいたします。 

 

期限までに適切な完了実績報告書が提出されない場合は、補助金が交付されません。なお、必要書

類の不足や内容不明瞭などの不備があった場合は、適切な完了実績報告書が提出されたとみなされ

ませんのでご注意ください。 

・補助事業の完了とは交付決定年度内における補助事業者による支払の完了のことを言います。

当該設備の運用開始は交付を受けた会計年度末までとします。 

・補助金の支払いまでには、完了実績報告書の提出後２～３ヶ月程度かかります。 

・なお、虚偽の申請が発覚した場合は、精算完了後であっても該当事業者の補助金の交付を取り

消す場合があります。 

・完了実績報告書提出時には、整備報告書、着工前の写真と着工後の写真、契約書、請求書及び領

収書等による実際に要した経費が分かる資料及びその内訳等の添付が必要となります。 

・補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税等の

課税対象となります。 

 

なお、事情により交付すべき補助金の額を確定する前に補助金の概算払いが必要な場合は、別途

ご相談ください。 

 

８．補助事業実施中・補助事業完了後の注意事項 

（１）補助対象事業の計画内容や経費の配分変更等 

交付決定を受けた後、本事業の経費の内容又は配分を変更しようとする場合等には、事前に

国土交通大臣（以下「大臣」という。）の承認を受けなければなりません。ただし、大臣が別に

定める軽微な変更にあっては、この限りではありません。また、交付の決定に係る申請の取下げ

をするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して３０日以内に、その旨を記載した書面

を大臣に提出しなければなりません。 

 

（２）状況報告 

補助事業期間中において、大臣の要求があった場合には、すみやかに状況報告書を大臣に提

出しなければなりません。 

 

（３）補助事業に関する書類の管理等 

補助事業に関する書類については、補助対象事業の完了する日の属する年度の終了後５年間、

管理・保存しなければなりません。 
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（４）取得財産の管理等 

補助対象事業者は、補助事業において取得した財産について、下記の１）から３）までに従

い、適切な管理運用を図らなければなりません。 

１）管理台帳の整備 

取得財産等に関する特別の帳簿を備え，その取得し、又は効用の増加した時期、所在場所     

及び価格並びに取得財産等に係る補助金等の取得財産等に関する状況が明らかになるよう

整理しなければなりません。 

上記の内容を満たす取得財産における管理台帳等を事前に備えている場合は、既存の台

帳で管理するものとします。 

２）取得財産の管理 

取得財産等について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って

管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければなりません。 

３）財産処分の制限 

取得価額又は効用の増加価格が１件当たり５０万円を超える機械及び重要な器具又は告

示（平成２２年国土交通省告示第５０５号）により定められたものについては、事業終了後

も一定期間※1において、その処分等につき大臣の承認を受けなければなりません。なお、承

認後に処分等を行い、収入があったときには、補助金の一部を返納してもらうことがあり

ます。 

 

※１ 一定期間とは 

取得財産ごとに「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和40年 3月 31日付大蔵省令15号）又は国土交

通省告示で定める期間によります。 

※２ 処分とは 

補助金の交付の目的以外に使用すること。他の者に貸し付けもしくは譲り渡す、他の物件と交換する、債務の担

保に供する、廃棄する等。なお、「飲食店、小売店等も含めた地域における多言語対応、先進的決済環境の整備」

については、他の者への貸付けを行っても差し支えありませんが、補助対象事業者の責任において適切に取得財

産の管理運用を行ってください。 

 

（５）立入検査 

本事業の進捗状況確認のため、国土交通省等が実地検査に入る場合があります。また、本事業

終了後、会計検査院等が実地検査に入ることがあります。この検査により補助金の返還命令等

の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。 

 

９．自己評価 

本事業について、補助対象事業者は、自らによる事業の実施状況の確認、評価（以下「自己評価」

という。）を行い、当該自己評価の結果を、完了実績報告の提出と同時に、観光庁ＭＩＣＥ室に報告

する必要があります。 

自己評価の内容は、後続事業等に反映していただきます。 

なお、自己評価の結果報告に関する記載方法等については、補助金交付申請者へ改めて通知いた

します。 

 

１０．反社会的勢力との関係が判明した場合 

（１）補助申請者は、反社会的勢力との関係がないことを誓約いただいたものとします。 
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反社会的勢力とは以下のいずれかに該当する者を言います。 

１）暴力団 ２）暴力団員 ３）暴力団準構成員 ４）暴力団関係企業 

５）総会屋等 ６）社会運動等標ぼうゴロ ７）特殊知能暴力集団等 

８）１）～７）に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者 

ア）１）～７）に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること。 

イ）１）～７）に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められ

ること。 

ウ）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を

もって１）～７）に掲げる者を利用したと認められること。 

エ）１）～７）に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると

認められること。 

オ）その他１）～７）に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非

難されるべき関係にあると認められること。 

（２）応募者（代表者及びその役員（業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者 

をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執 

行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認め 

られる者を含む。））について、反社会的勢力であることが判明した場合、採択を行いません。 

また、採択後・交付決定後に判明した場合であっても、採択や交付決定を取り消します。 

（３）また、応募者自ら又は第三者を利用して以下に該当する行為をした場合は、（２）と同様の

取扱とします。 

１）暴力的な要求行為 

２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

３）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

４）風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて国土交通省の信用を棄損し、又は国

土交通省の業務を妨害する行為 

５）その他１）～４）に準ずる行為 

 

１１．その他 

（１）個人情報の管理 

本補助対象事業への応募に係る提出書類等により取得した個人情報については、以下の利用

目的以外に利用することはありません。（ただし、法令等により提供を求められた場合を除きま

す。） 

・本補助対象事業における補助対象事業者の審査・選考・事業管理のため（審査には、国（独

立行 政法人を含む。）及び申請書記載の金融機関等に対し、当該機関の実施する補助金、助

成金の交付又は応募内容の異同の判断のため、情報提供する場合を含む。）。 

・採択後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため。 

・応募情報を統計的に集計・分析し、応募者を識別・特定できない形態に加工した統計データ

を作成するため。 

 

（２）政治資金規正法  
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政治資金規正法第２２条の３第１項の規定により、国から一定の補助金等（ただし、試験研

究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わない補助金等は寄附制限の例外とし

て除かれています。）の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該補助金等の交付の決定の

通知を受けた日から一年間、政治活動に関する寄附をすることができないこととされています。 

 

○政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）（抄） 

（寄附の質的制限）  

第二十二条の三 国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金（試験研究、調査又は災害

復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法 （平成六年法律第五号）第

三条第一項の規定による政党交付金（同法第二十七条第一項の規定による特定交付金を含む。）

を除く。第四項において同じ。）の交付の決定（利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。

第四項において同じ。）を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受け

た日から同日後一年を経過する日（当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、

当該取消しの通知を受けた日）までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。 

２～６ （略） 

 


